
 

 
 

第 89 回全国健康保険協会運営委員会（29 年 12 月 19 日） 
 

○理事長発言 
    平成 30 年度保険料率については、本委員会において９月以降４回にわたり

精力的にご議論をいただき、委員長をはじめとする各委員の皆様には、厚く感謝
申し上げる。 

    今回の議論に当たり、先ほどの資料１にも記載のとおり、協会の保険料率の
設定には裁量の幅があり、財政状況の期間をどのように考えるかは選択の問題
ではあるが、より中長期の財政見通しも踏まえながらご議論いただくため、委員の
皆様からのご提案に基づき、今回は今後の保険料率のシミュレーションを新たに
提示させていただいた。 

 これを見ると、平均保険料率の 10％を維持した場合であっても、中長期的に
は 10％を上回るという大変厳しい結果となっている。このシミュレーションでは、医
療費の伸びが賃金の伸びを上回る財政の赤字構造が続いていくことや、団塊の
世代が全て後期高齢者となっている 2025 年度以降も高齢者医療への拠出金
が増大していくことが前提となっているが、医療費適正化等の保険者努力を尽く
してもなお、こうした前提は現実として直視せざるを得ない状況にあると考えてい
る。 

  今回、運営委員や各支部の評議員の皆様からの意見では、平均保険料率
10％維持と引下げの両方のご意見をいただいた。従来から平均保険料率
10％が負担の限界であると訴えてきており、やはり中長期で見て、できる限りこの
負担の限界水準を超えないようにすることを基本として考えていく必要がある。 

    また、協会けんぽは被用者保険のセーフティネットとしての役割が求められ、そ
れを支えるために、厳しい国家財政の中でも多額の国庫補助が投入されている
ことも踏まえれば、加入者や事業主の皆様はもちろんのこと、広く国民にとって十
分にご理解いただける保険料率とする必要があると考える。 
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 以上を踏まえ、協会としては、平成 30 年度の保険料率については 10％を維
持したいと考える。 

 なお、激変緩和率については、平成 31 年度末とされた現行の解消期限を踏
まえて計画的に解消していく観点から、平成 30 年度は 10 分の 7.2 として 10
分の 1.4 の引き上げを厚生労働省に要望し、保険料率の変更時期については、
平成 30 年４月納付分からとしたいと考えている。 

 最後に、来年度以降の保険料率についての議論のあり方について、一言申し
上げたい。これまで３年間、財政的に余裕があるという恵まれた、しかし同時に議
論が難しい状況において、翌年度の保険料率の議論を行ってきたが、先ほども申
し上げたとおり、医療費の伸びが保険料のベースとなる賃金の伸びを上回るという
財政の赤字構造や更なる人口高齢化に伴う拠出金の増大は、容易に変わると
は考えられず、このため収支見通しが大幅に変わるとも考えにくい。 
保険料率をどれほどのタイムスパン、時間の幅で考えるかは保険者としての裁 

量の問題、選択の問題であるが、私どもとしては、やはり中期、５年ないし 2025
年問題と言われている以上、その辺りまで十分に視野に入れなければならないと
考えている。３回目の議論を終えるに当たり、中長期で考えるという立ち位置を
明確にしたいと考えている。 


